
「広島市江波水資源再生センターで使用する電気」の質疑応答書 

                                      令和 ３年 １月 ８日 

  一般競争入札参加者各位 

                                       広 島 市 長 

番号 仕様書頁等 質        問 回        答 

１ 入札説明書10  落札結果の公表は総額のみで、単価公表

はなしという認識でよろしいですか。 

落札金額の公表については、お見込みの

とおり総価のみです。公表は広島市ホーム

ページで行います。 

２ 入札説明書11

その他(3) 

契約書（案）

第１８条 

 入札説明書１１その他（３）に契約手続

における交渉の有無は無とありますが、契

約締結にあたっては、契約書（案）第１８

条に記載のとおり、協議可能と考えてよろ

しいですか。 

 契約書（案）に基づく協議は可能です。

３ 入札説明書9 

(4)ｲ 

 郵送で、１回目のみ入札に参加すること

は可能ですか。可能な場合、２回目の入札

書に「辞退」と明記した入札書の提出が必

要ですか。 

 入札回数は３回を限度としています。２

回目の入札を辞退する場合は、２回目の入

札書に「辞退」と明記して提出してくださ

い。 

４ 入札附属書  入札金額の積算に伴う端数処理につい

て、以下の認識で相違ありませんか。 

 ① 基本料金、月額（１）欄は力率割引を

適用した積算後の金額を記載する。 

 ② 各月の基本料金と電力量料金の小計

（１）（２）においては、小数点以下第２

位まで保持し、円未満の端数処理は行なわ

ない。 

① 基本料金の積算について力率割引を適

用するのであれば、それに基づく積算をし

てください。 

② 入札説明書９(３)エ(ケ)(注)３に記載

している通りです。 

５  一般送配電事業者が託送料金等を値上

げした場合、合理的な範囲で契約単価見直

し協議に応じていただけますか。 

 管轄電力会社の託送供給約款、電気供給

約款等の契約要綱の変更、あるいは法制度

の改正等により、応札額あるいは契約内容

に影響を及ぼす場合には、影響が及びうる

事項につき変更協議をすることは可能で

す。 

６ 入札附属書  指定の様式を使用する場合、入札書と入

札附属書は、袋とじやホチキス止め等は必

要でしょうか。 

 必要ありません。 



７ 入札附属書  指定の入札附属書には、一律の様式で記

載されていますが、別紙３の使用電力量の

通りに算定するのであれば、ＴＯＵの様式

が必要になります。任意様式で作成しても

よろしいでしょうか。 

 任意様式で構いません。 

８ 入札附属書  入札附属書の計算単価は税込でよろし

いでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

９ 入札附属書  割引料金等ない場合、積算方法と割引料

金の欄は空欄でよろしいでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

１０ 入札書  入札書の基本料金単価と電力量料金単

価の記載欄は、税込の金額を記入する認識

でよろしいでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

１１  入札時に力率割引を含めますか。 

含める場合力率１００％で宜しいでしょ

うか。 

 基本料金の積算について力率割引を適

用するのであれば、それに基づく積算をし

てください。 

１２ 入札附属書  入札附属書の端数処理について指定が

あれば教えてください。 

・基本料金 

・電力量料金 

 入札説明書９(３)エ(ケ)(注)３に記載

している通りです。 

１３  契約期間中に建替や増築、トランス増

量、受変電設備および引き込み位置の移

設・変更等、電力の契約に影響するような

工事予定がある場合、対象施設と工事内容

を教えてください。 

 電力の契約に影響するような工事予定

はありません。 

１４  各月の請求における燃料費調整額は、そ

の請求月に適用されている管轄の一般送

配電事業者の約款に定める算定と同額と

なりますが、よろしいでしょうか。 

 契約書（案）第１０条第３項に記載して

いる通りです。 

１５  一般送配電事業者が値上げの際、契約単

価見直し協議に応じて頂けますか。 
 管轄電力会社の託送供給約款、電気供給

約款等の契約要綱の変更、あるいは法制度

の改正等により、応札額あるいは契約内容

に影響を及ぼす場合には、影響が及びうる

事項につき変更協議をすることは可能で

す。 

１６  現在の供給者を教えてください。  「エネサーブ株式会社」です。 

１７  供給開始時に契約電力の変更を行なう

場合、現在の契約電力を教えてください。
 現在の契約電力は、１，５３０ｋＷです。

１８  請求書はＷＥＢからのダウンロードに

てご対応いただけますか。 

 ＷＥＢからのダウンロードには対応し

ていませんので、適法な支払請求書を郵送

して下さい。 

１９  検針結果は請求書の内訳をもって検針

票に代えさせていただいております。その

旨ご了承頂けますか。 

 検針票の様式は指定していません。検針

内容が確認できる物であれば、問題ありま

せん。 



２０ 契約書（案）

第６条 

（権利義務の譲渡等）条文を以下に変更ま

たは追加いただくことは可能でしょうか。

『ただし、発注者の承諾を受けた場合、若

しくは、信用保証協会又は中小企業信用保

険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）

第１条の４に規定する金融機関に対して

売掛債権を譲渡する場合はこの限りでは

ない。』 

 条文の追加・変更はできませんが、必要

であれば、協議後、覚書等で対応すること

は可能です。 

２１ 契約書（案）

第９条 

 計量日に関する条文を以下に変更また

は追加頂くことは可能でしょうか。『計量

は毎月１日午前０：００に行う。』 

 条文の追加・変更はできませんが、必要

であれば、協議後、覚書等で対応すること

は可能です。 

２２ 契約書（案）

第１１条第２

項 

 （支払日）支払期日について落札後協議

に応じて頂けますか。 

例：「請求書を受理した日から３０日以内」

等 

 契約書に基づく協議は可能です。 

２３ 入札説明書11

その他(4)ｱ 

 契約書の提出および契約締結期限につ

いて協議可能でしょうか。 

 落札決定した日から５日以内の日（最終

日が，市の休日に当たるときは，最終日後

において，最終日に最も近い市の休日でな

い日）に契約書を取り交わします。期限に

ついての協議はできません。 

  注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。 


